
　別紙２

※県が行う防除の公示に同意した市町村のみに適用。

アライグマ・ヌートリアの県内における防除体制

Ⅰ 鳥獣保護管理法に基づく有害鳥獣捕獲

Ⅱ 外来生物法に基づく防除

運搬

被害報告
市
町
村

捕獲許可
捕獲希望者

（免許非所持者）

依頼

捕獲

被害予察

免許所持者
（猟友会等）

捕
獲
希
望
者

一般廃棄物
焼却
処分

処分するためであれば運搬が可能

県：措置支援施設

炭酸ガス等に
より安楽殺

焼却
処分

搬出
市町村
職員

運搬

依頼・搬入

【措置支援施設の概要】
①措置日時

週２回（火・金）
②措置場所

県家畜保健衛生所（大和郡山市筒井町）
③措置方法

県OB獣医師が炭酸ガス等で措置
（その際に性別等個体調査の実施）

※ 措置依頼は前日の１６時００分までに県へ連絡
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市町村において、適切な捕獲と安全
に関する知識・技術についての講習を
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